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 立川市立第六小学校ＰＴＡ 規約  

 第１章 名称および所在地  

第１条 この会は立川市立第六小学校ＰＴＡと称し、立川市立第六小学校内におく。 

所在地：東京都立川市羽衣町２－２９－２２ 

 

 第２章 目的  

第２条 この会は会員が協力して、家庭・学校・社会において児童の幸福な成長をはかることを目的とす

る。 

 

 第３章 活動  

第３条 この会は第２条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

（１）会員が互いに教養を高め、教育の理解を深める。 

（２）会員相互の親睦をはかる。 

（３）家庭と学校、地域社会との密接な連絡を保ち、児童の生活環境をよくする。 

（４）その他、この会の目的を達成するために必要な活動を行う。 

 

 第４章 方針  

第４条 この会は次の方針により活動する。 

（１）会員の総意によって民主的に運営し、自主団体として他からの干渉を受けない。 

（２）特定の政党や宗教にかたよらず、営利を目的とする行為は行わない。 

（３）この会と主旨を同じくする他の団体および機関と協力する。 

（４）この会、または会の代表の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。 

（５）学校の運営、管理、人事に干渉しない。 

（６）個人情報については、別途定める「立川市立第六小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則」に基づき、責

任をもって管理する。 

 

 第５章 会員  

第５条 この会の会員資格は、次のとおりとする。 

（１）第六小学校に在籍する児童の保護者 

（１家庭を１会員とする） 

（２）第六小学校に勤務する教職員 

（以下「教員」という。校長は含まれない） 

２ 会員は、全て平等の権利と義務を有する。 

 

第６条 入会および退会については以下のとおりとする。 

（１）入会届の提出をもって入会したものとみなす。 

（２）入会済みの会員については、次年度は自動継続とする。 

（３）会員は児童の卒業、転校などにより会員資格を失った場合に自動退会になる他、退会届の提出、

または所定の退会手続きをもって退会することができる。 

第７条 この会の会員は、年１回会費を納めなければならない。金額等については、細則に定める。 

（細則第２章） 
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 第６章 会計  

第８条 この会の会計は会費・寄付金・その他の収入によって充当する。 

第９条 この会の会計は総会において議決された予算に基づいて運用する。 

第１０条 この会の会計決算は会計監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。 

第１１条 この会の会計年度は毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日におわる。 

 

 第７章 機関  

第１２条 この会の円滑な運営と活動の推進をはかるため、次の機関をおく。 

（１）総会     （２）運営委員会  （３）本部役員会 

２ 必要に応じて、運営委員会の議決により特別委員会を設置することができる。 

 

 第８章 総会  

第１３条 総会は全会員をもって構成し、この会の最高議決機関であり、会長が召集する。 

第１４条 総会は定期総会および臨時総会とする。 

第１５条 総会審議は書面形式によるものとする。但し、会員の出席が必要と運営委員会が認めた時は対

面形式（オンラインによるものを含む）とする。 

第１６条 総会における議決権は、各会員１票とする。 

第１７条 定期総会は、年度初めに開催し、次の事項について、報告の承認または議事の議決を行う。 

（１）前年度の活動報告および決算報告（特別会計を含む） 

（２）会計監査報告 

（３）新本部役員候補者および新会計監査候補者の報告と承認 

（４）新年度の活動計画および予算（特別会計を含む） 

（５）その他重要事項 

第１８条 定期総会は、会員数の二分の一以上の表決書の提出(電磁的記録を含む)または出席をもって成

立する。 

但し対面形式の場合は委任状を認める。 

２ 議決は表決書の提出者または出席者の過半数をもって決定し、賛否同数の時は議長が決定する。 

第１９条 臨時総会は、運営委員会の承認、または会員の十分の一以上の要求があったとき開催することがで

きる。臨時総会の成立および議決は、定期総会に準じる。 

 

 第９章 運営委員会  

第２０条 運営委員会は、総会につぐ議決機関であり、構成は次のとおりとする。 

（１）各学年委員 

（２）本部役員 

（３）校長およびＰＴＡ担当教員 

２ 運営委員会は、次の事項について審議する。 

（１）総会において議決された事項の執行 

（２）各機関の連絡調整 

（３）総会に提出する議案等 

（４）その他必要な事項 

３ 運営委員会は、本部役員および会計監査の欠員の補充をすることができる。 

第２１条 特別委員会が設置されている場合、その委員長は必要に応じ、運営委員会に出席することがで

きる。 
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第２２条 運営委員会は、会長が招集し開催する。 

２ 本部役員会または運営委員会構成人員の五分の一以上の要求がある場合は、会長は速やかに運営委

員会を招集する。 

第２３条 運営委員会は、全員一致による議決に努めることとし、採決を要する場合は、出席人員の過半

数により議決する。 

 

 第１０章 本部役員会および本部役員  

第２４条 本部役員会は運営の責任をもつ機関で、運営委員会の議決に従ってこの会を運営する。 

第２５条 本部役員会の構成は、次のとおりとする。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 副校長、保護者３名程度 

（３）会計 保護者２名 

（４）庶務 保護者２名程度 

２ 会長及び副会長に代わり、複数名の代表職とすることもできるものとする。 

第２６条 本部役員会は会長が招集して随時開催する。 

第２７条 本部役員会の運営および本部役員の任務については、細則に定める。（細則第３章） 

 

 第１１章 会計監査  

第２８条 会計監査は、この会の会計を監査し、定期総会に報告する。 

２ 会計監査は、保護者２名、教員１名とする 

３ 会計監査は、すべての会議に出席できるが、議決権を持たない。 

 

 第１２章 学年委員  

第２９条 会員の互選により学年ごとに学年委員を２名以上置く。 

第３０条 学年委員の任務について必要な事項は、細則に定める。（細則第４章） 

 

 第１３章 役員の選考  

第３１条 第２５条に定める本部役員、第２８条に定める会計監査の選考は、本部役員会にて行う。 

第３２条 確定した新本部役員候補者および新会計監査候補者は、定期総会で報告し承認を求めるものと

する。 

 

 第１４章 役員、会計監査等の任期  

第３３条 本部役員、学年委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、本部役員の同一役職での任

期は連続３年を限度とする。 

２ 会計監査の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 欠員が生じて補充された場合、任期は前任者の残任期間とする。 

第３４条 特別委員会の委員の任期は、設置から解散までとする。 

 

 第１５章 兼任  

第３５条 本部役員および学年委員は、他のいずれの役職を兼任することができるものとする。ただし、

会長と会計を兼任することはできない。 

第３６条 会計監査は、他のいずれの役職も兼任することはできない。 

２ 会計監査をＰＴＡ担当教員が兼任することはできるものとする。 
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 第１６章 規約等の改正  

第３７条 この規約は、総会において出席会員数の三分の二以上の賛成がなければ改正することができな

い。 

第３８条 この会の運営に関して必要な細則および規程類は、この規約に反しない限りにおいて運営委員

会の議決を経て制定または変更することができる。ただし、この場合総会の事後承認を受けなけ

ればならない。 

 

 第１７章 補則  

第３９条 校長は、学校を代表して、総会、運営委員会、本部役員会等に出席して意見を述べることがで

きる。 

第４０条 この会が全体で取り組む活動または参加する活動については、ひろく会員に協力員として協力

を求めることができる。 

 

 

 

附則 

この規約は、昭和３８年 4月１日から施行する。 

附則 

この規約は、昭和４８年３月１６日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、昭和５３年４月２６日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、昭和５５年４月２６日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成２年４月２１日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成５年４月２４日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成５年４月２４日から施行する。（一部改正） 

附則 

（施行期日） 

この規約は、平成８年４月２０日から施行する。（全部改訂） 

附則 

この規約は、平成１０年４月１８日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成１３年４月２１日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成１５年４月１３日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成１８年４月１日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成１９年４月２１日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成２０年１１月１６日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、平成２２年４月１７日から施行する。（一部改正） 
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附則 

この規約は、平成２８年４月２３日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、令和２年７月３１日から施行する。（一部改正） 

附則 

この規約は、令和６年１２月５日から施行する。（一部改正） 


